
○
農
林
水
産
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
五
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

先議院

提
　
出

月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

27

特
定
農
産
加
工
業
経
営
改
善
臨
時
措
置
法
案

衆

元
、
二
、
二
三

元
、
三
、
六

　
　
（
予
）

元
、
六
、
二
〇　

可
　
　
決

元
、
六
、
二
一

可
　
　
決

元
、
三
、
六

元
、
五
、
二
四　

可
　
　
決

元
、
六
、
八

可
　
　
決

42

肥
料
価
格
安
定
臨
時
措
置
法
を
廃
止
す
る
法
律
案

参　
　
　
　

三
、
一
〇　
　
　
　

三
、
一
〇　　

　
　
六
、
一
六

可
　
　
決

　
　
　
六
、
一
九

可
　
　
決

三
、
一
〇　

（
予
）

　
　
　
六
、
二
〇

可
　
　
決

　
　
　
六
、
二
一

可
　
　
決

57

農
用
地
利
用
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

衆

三
、
二
四

六
、
一
五

（
予
）

　
　
　
六
、
二
一

可
　
　
決

　
　
　
六
、
二
二

可
　
　
決

五
、
二
三　

　
　
　
六
、
一
五

可
　
　
決

　
　
　
六
、
一
六

可
　
　
決

58

特
定
農
地
貸
付
け
に
関
す
る
農
地
法
等
の
特
例
に
関

す
る
法
律
案
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

"

三
、
二
四

三
、
二
四

（
予
）

　
　　

　
六
、
二
一

可
　
　
決

　
　
　
六
、
二
二

可
　
　
決

三
、
二
四

　
　
　
六
、
一
五

可
　
　
決

　
　
六
、
一
六

可
　
　
決

65

森
林
の
保
健
機
能
の
増
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
案

"

三
、
二
九

三
、
二
九　

（
予
）

三
、
二
九

継
　
続
　
審
　
査



衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
一
件
）

番
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ
提

出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

２

農
業
協
同
組
合
合
併
助
成
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案

農
林
水
産

委
　
員
　
　
長

（
元
、
　
三
、
二
三
）

元
、
三
、
二
四

元
、
三
、
二
四

元
、
三
、
二
四

　
　
（
予
）

元
、　

三
、
二
八

可
　
　
決

元
、
三
、
三
一　

可
　
　
決

元
、
三
、
二
四　

可
　
　
決

特
定
農
産
加
工
業
経
営
改
善
臨
時
措
置
法
案
（
閣
法
第
二
七
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
農
産
加
工
品
等
の
輸
入
に
係
る
事

　
情
の
著
し
い
変
化
に
対
処
し
て
、
特
定
農
産
加
工
業
者
の
経
営
の
改

　
善
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
新
た
な

　
経
済
的
環
境
へ
の
適
応
の
円
滑
化
を
図
り
、
も
っ
て
農
業
及
び
農
産

　
加
工
業
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ

　
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
輸
入
に
係
る
事
情
の
著
し
い
変
化
に
よ
り
影
響
を
受
け
る
業
種

　
　
を
、
特
定
農
産
加
工
業
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
二
、
特
定
農
産
加
工
業
者
ま
た
は
こ
れ
を
構
成
員
と
す
る
事
業
協
同

　
　
組
合
等
は
、
経
営
の
改
善
を
図
る
た
め
の
措
置
ま
た
は
事
業
提
携

　
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
受
け
る
こ

　
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
特
定
農
産
加
工
業
者
等
が
承
認
を
受
け
た
計
画
に
従
っ
て
経
営

　
改
善
措
置
等
を
行
う
場
合
に
、
長
期
か
つ
低
利
の
資
金
を
農
林
漁

　
業
金
融
公
庫
が
貸
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、

　
設
備
廃
棄
に
係
る
欠
損
金
の
繰
り
越
し
の
特
例
、
取
得
し
た
機
械

　
等
に
つ
い
て
の
特
別
償
却
、
そ
の
他
税
制
上
の
特
例
措
置
を
講
ず

　
る
こ
と
と
す
る
。

四
、
こ
の
法
律
は
、
施
行
の
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
た
日
に
、
そ
の

　
効
力
を
失
う
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会



に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
農
産
加
工
品
等
の
輸
入
に
係
る
事

情
の
著
し
い
変
化
に
か
ん
が
み
、
特
定
農
産
加
工
業
者
の
経
営
の
改

善
を
図
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま

す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
農
産
物
輸
入
自
由
化
等
の
国
内
農
業

・
農
産
加
工
業
へ
の
影
響
、
農
産
加
工
業
の
現
状
、
農
産
加
工
業
に

対
す
る
支
援
措
置
の
内
容
と
そ
の
効
果
、
農
産
加
工
業
従
業
者
の
雇

用
問
題
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
、
会

議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
を
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を

代
表
し
て
下
田
委
員
よ
り
、
反
対
で
あ
る
旨
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　
討
論
終
局
の
後
、
採
択
の
結
果
、
本
法
律
案
は
、
多
数
を
も
っ
て

原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
七
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
を
行
い

ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

肥
料
価
格
安
定
臨
時
措
置
法
を
廃
止
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
二
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
農
業
及
び
肥
料
工
業
を
め
ぐ
る
状

　
況
に
か
ん
が
み
、
肥
料
価
格
安
定
臨
時
措
置
法
を
平
成
元
年
六
月
三

　
十
日
を
も
っ
て
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会

　
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
農
業
及
び
化
学
肥
料
工
業
を
め
ぐ

　
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
肥
料
価
格
安
定
臨
時
措
置
法
を
本
年
六
月
三

　
十
日
を
も
っ
て
廃
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
本
法
が
果
た
し
て
き
た
役
割
、
本
法

　
廃
止
後
の
肥
料
価
格
の
安
定
対
策
、
国
内
肥
料
需
要
の
優
先
確
保
策
、

　
化
学
肥
料
工
業
に
お
け
る
構
造
調
整
の
推
進
と
従
業
員
の
雇
用
安
定

　
対
策
、
肥
料
流
通
コ
ス
ト
の
節
減
対
策
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ

　
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
、
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
を
願
い
ま
す
。

　
　
質
疑
終
局
の
後
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
、
全
会
一
致
を
も

　
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。　

　
　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
六
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
を
行
い

　
ま
し
た
。



以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

農
用
地
利
用
増
進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
七
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
の
農
業
及
び
こ
れ
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
の
推
移

　
に
対
処
し
て
、
農
業
構
造
の
改
善
を
一
層
促
進
す
る
た
め
、
地
域
農

　
業
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
合
意
形
成
を
図
り
つ
つ
、
関
係
機
関
・
団

　
体
に
よ
る
農
用
地
の
利
用
調
整
活
動
を
活
発
化
す
る
と
と
も
に
、
遊

　
休
農
地
の
利
用
を
増
進
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
整
備
す
る
こ
と
を
目

　
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
実
施
方
針
に
定
め
る
事
項
の
追
加

　
　
　
市
町
村
が
農
用
地
利
用
増
進
事
業
を
行
お
う
と
す
る
と
き
に
定

　
め
る
実
施
方
針
に
、
農
用
地
利
用
増
進
事
業
の
実
施
を
通
じ
て
促

　
　
進
す
べ
き
農
業
構
造
の
改
善
に
関
す
る
目
標
等
を
追
加
す
る
こ
と

　
　
と
す
る
。

　
二
、
農
用
地
の
利
用
関
係
の
調
整
の
推
進

　
　
　
農
業
委
員
会
は
、
農
業
経
営
の
規
模
の
拡
大
を
図
る
た
め
の
計

　
　
画
に
つ
い
て
市
町
村
の
認
定
を
受
け
た
者
か
ら
の
申
し
出
に
基
づ

　
　
き
農
用
地
の
利
用
関
係
の
調
整
に
努
め
、
利
用
権
設
定
等
促
進
事

　
業
の
実
施
を
市
町
村
に
要
請
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
ま
た
、
農
業
協
同
組
合
は
、
組
合
員
の
た
め
に
農
用
地
の
利
用

　
関
係
の
調
整
を
行
い
、
農
用
地
利
用
増
進
計
画
を
定
め
る
べ
き
こ

　
と
を
市
町
村
へ
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
農

　
作
業
の
受
委
託
の
あ
っ
せ
ん
、
受
託
農
業
者
の
組
織
化
等
に
努
め

　
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
遊
休
農
地
に
関
す
る
措
置

　
　
遊
休
農
地
に
つ
い
て
、
そ
の
農
業
上
の
利
用
の
増
進
を
図
る
た

　
め
、
農
業
委
員
会
に
よ
る
指
導
、
市
町
村
長
に
よ
る
勧
告
、
農
地

　
保
有
合
理
化
法
人
に
よ
る
買
い
入
れ
等
の
協
議
が
で
き
る
こ
と
と

　
す
る
。

四
、
農
業
関
係
機
関
・
団
体
の
協
力

　
　
農
業
委
員
会
、
農
業
協
同
組
合
及
び
農
地
保
有
合
理
化
法
人
は
、

　
農
用
地
利
用
増
進
事
業
の
円
滑
な
推
進
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
よ

　
う
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と

　
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員

　
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。



　
ま
ず
、
農
用
地
利
用
増
進
法
改
正
案
は
、
農
用
地
利
用
増
進
事
業

の
推
進
の
た
め
の
調
整
手
続
、
遊
休
農
地
の
利
用
増
進
の
た
め
の
措

置
等
に
つ
い
て
定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
特
定
農
地
貸
付
け
法
案
は
、
農
地
法
等
に
関
し
所
要
の
特

例
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、

審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　
質
疑
の
主
な
内
容
は
、
両
法
律
案
の
基
本
的
な
考
え
方
、
規
模
拡

大
の
進
め
方
と
担
い
手
の
確
保
、
遊
休
農
地
の
有
効
利
用
、
農
協
及

び
農
業
委
員
会
に
よ
る
農
用
地
利
用
調
整
、
農
作
業
受
委
託
の
促
進
、

レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
農
園
の
振
興
策
等
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
詳
細

は
、
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
を
願
い
ま
す
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
農
用
地
利
用
増
進
法
改
正
案
に
つ
い
て
討
論
に

入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
下
田
委
員
よ
り
、

反
対
で
あ
る
旨
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　
討
論
終
局
の
後
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
、
賛
成
多
数
を
も

っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
八
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
を
行
い

ま
し
た
。

　
次
に
、
特
定
農
地
貸
付
け
法
案
に
つ
い
て
討
論
に
入
り
ま
し
た
と

こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
下
田
委
員
よ
り
、
反
対
で
あ
る
旨

の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　
討
論
終
局
の
後
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
、
賛
成
多
数
を
も

っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
四
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
を
行
い

ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

特
定
農
地
貸
付
け
に
関
す
る
農
地
法
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
五
八
号
）

要
旨

　
　
本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
農
業
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
の
変
化
及

　
び
農
業
者
以
外
の
者
の
農
作
業
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
等
に
対
応

　
し
て
、
地
方
公
共
団
体
等
が
行
う
特
定
の
農
地
貸
し
付
け
に
つ
い
て
、

　
農
地
法
等
に
関
し
所
要
の
特
例
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

　
っ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
一
、
特
定
農
地
貸
し
付
け
の
定
義

　
　
　
特
定
農
地
貸
し
付
け
と
は
、
地
方
公
共
団
体
ま
た
は
農
業
協
同

　
　
組
合
が
行
う
農
地
の
貸
し
付
け
で
、
小
面
積
の
農
地
に
つ
き
相
当



　
数
の
者
を
対
象
と
し
て
定
型
的
条
件
で
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
等

　
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
こ
と
と
す
る
。

二
、
特
定
農
地
貸
し
付
け
の
承
認

　
　
地
方
公
共
団
体
ま
た
は
農
業
協
同
組
合
は
、
特
定
農
地
貸
し
付

　
け
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
貸
付
規
程
を
添
え
て
、

　
農
業
委
員
会
に
提
出
し
て
、
そ
の
承
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

　
こ
と
と
す
る
。

三
、
農
地
法
等
の
特
例

　
　
農
業
委
員
会
の
承
認
を
受
け
た
特
定
農
地
貸
し
付
け
及
び
そ
の

　
た
め
の
農
地
の
権
利
の
取
得
に
つ
い
て
は
、
農
地
法
の
権
利
移
動

　
の
許
可
を
不
要
と
す
る
と
と
も
に
、
耕
作
権
の
保
護
等
に
関
す
る

　
規
定
を
適
用
除
外
と
す
る
こ
と
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
一
〇
六
ペ
ー
ジ
参
照

農
業
協
同
組
合
合
併
助
成
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
二
号
）

要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
合
併
し
よ
う
と
す
る
農
業
協
同
組
合
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の

　
日
か
ら
平
成
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
合
併
経
営
計
画
を

　
た
て
、
そ
の
計
画
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
き
都
道
府
県
知

　
事
の
認
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

二
、
合
併
経
営
計
画
の
認
定
を
受
け
て
合
併
し
た
農
業
協
同
組
合
に

　
つ
い
て
法
人
税
、
登
録
免
許
税
、
事
業
税
等
の
軽
減
措
置
を
講
ず

　
る
も
の
と
す
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
委
員
会

　
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
い
た
し
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
農
業
協
同
組
合
の
合
併
の
促
進
を
図
る
必
要
性
が

　
な
お
存
続
し
て
い
る
実
情
に
か
ん
が
み
、
農
業
協
同
組
合
合
併
助
成

　
法
に
定
め
る
合
併
経
営
計
画
の
樹
立
及
び
認
定
に
関
す
る
措
置
等
の

　
適
用
期
間
を
平
成
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
し
よ
う
と
す
る
も

　
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
農
協
合
併
の
必
要
性
、
畜
産
物
政
策

　
価
格
、
繭
糸
価
格
の
あ
り
方
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

　
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
を
願
い
ま
す
。

　
　
質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を



代
表
し
て
下
田
委
員
よ
り
本
法
律
案
に
反
対
す
る
旨
の
発
言
が
あ
り

ま
し
た
。

　
討
論
終
局
の
後
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原

案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




